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1.施設の概要等

2.指定管理者の概要等
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○茶業振興対策の推進事業
○茶製造技術の伝承事業
○茶の歴史と茶情報の発信及び広報宣伝事業
○茶業に関する調査及び研究事業
○施設の利用の許可及び利用料金に関すること
○施設の維持管理に関すること
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指定管理業務の内容
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施設の概要

設備の概要
敷地面積　915.36㎡
建物　鉄骨一部2階建て　延床面積444.45㎡
①製茶場129.60㎡ ②仕上場38.88㎡ ③研修室64.53㎡ ④展示室125.82㎡ ⑤その他85.62㎡

所 在 地

松阪市飯南町粥見1125番地1

指定管理者
松阪市茶業組合

松阪市飯南町粥見1125番地1

産業文化部　農水振興課　担当部署名

指定管理施設の管理運営評価表（評価対象年度：令和2年度）

茶業振興と茶製造技術の伝承を図るとともに、茶の歴史と茶情報発信拠点とすることを目的とす
る。

名 　　称

設置目的

松阪市飯南茶業伝承館

所 在 地

令和2年　4月　1日　～　令和3年　3月　31日

2,210,568　評価対象年度指定管理料

　評価対象期間

支
出

事
業
収
支
推
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収支差引額（A）-（B）

指定管理料

その他収入

その他委託料

11,968

1,293,862 1,054,116

人件費

事務費

計（B）

計（A）

施設利用料

○お茶の淹れ方教室や手もみ茶体験を通じて緑茶文化の伝承を図るため、市内小中学校や各種団
体の積極的な受入れを行った。
○新型コロナウイルス感染防止で外出自粛となったことで、少しでも家庭で安らいで頂くことを
目的とした、市内小学校の全児童（8,429名）を対象に松阪茶ティーパックの配布を行った。

○飯南茶業伝承館管理運営規定に基づき管理運営を実施した。
○閉館時の施設警備については、警備委託し事故等の発生は無かった。

その他支出

 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日

2,200,000

平成30年度

2,200,000

278,023

600,006

1,180,378

（単位：円）
指定期間

施設管維持理費

業
務
運
営
実
施
状
況

管理業務の実施状況

サービスの質の向上

施設・設備等の維持管理

○お茶の淹れ方教室・手もみ茶体験教室などを7回81名に対して行った。
○伝承館への視察・見学が5回30名の来館があった。
○茶業振興対策及び広報活動に関する各種会議を11回開催した。
○第73回関西茶品評会については、新型コロナウィルス影響により中止となったため伝承館で出
品用の製茶加工は行えなかった。

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

事業運営費

団体等負担金

65,968 121,800 55,420 5,000105,000
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3.指定管理者業務運営項目別評価

　各種業務計画書、点検記録、整備・修繕･事故・故障等の履歴等
の各種管理記録等が整備・保管されていたか。
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⑤清掃業務

⑦各種管理記録等の整備
　・保管

　施設の設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されて
いたか。
　また、職員は理解していたか。

　施設の管理運営を通して、施設の設置目的は達成されたか。

　利用者数は当初目標数を達成されたか。

【（注1）のみ指定管理施設の管理運営評価表作成要項の評価基準1-（2）の採点基準にて評価】

①施設利用状況及び利用
　者数増加への取組み

②利用者の平等な利用

　自主事業や運営方法の工夫等利用者数増加に向けた具体的な取
組みはあったか。(注1)

　個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよ
う、施設のサービス水準を確保するための取組みを行ったか。

　鍵の管理は適切であったか。

B

④樹木・植栽等管理業務

A A

管
理
業
務
の
実
施
状
況

③修繕業務
　点検によって異常が認められた場合には、速やかに修繕・交
換・整備・調整等の適切な処置を講じたか。

　施設の供用日数・供用時間は守られたか。また、適正な施設の
維持管理、運営が行われたか。

　草取りや除草等を行い、利用者が快適に利用できるような良好
な景観が保たれていたか。

　敷地内は全て利用者が快適に利用できるよう清潔な状態が保た
れていたか。

　利用者ニーズに即した自主事業が実施されたか。

　地域や地域住民との交流･連携に関する取組みを実施し、地域交
流の支援を行ったか。

評　　価　　項　　目

⑥苦情解決体制及び対応

　全ての利用者が情報を得ることができるよう適切な利用情報の
提供を行ったか。

　当該施設・事業について、広報誌やパンフレットを作成するな
ど、具体的な取組みが実施され、積極的な利用促進が図られた
か。

　事故、災害等の緊急事態発生時の危機管理マニュアルの整備や
対応体制の確立はされていたか。

⑦自主事業

③適切な情報提供

判定採点
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・
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①施設の目的や基本方針
　の確立

②施設設置目的の達成度

③利用者数

④運営状況

⑤職員の配置状況・勤務
　実績

⑥鍵管理

②備品・什器等の保守点
　検

④利用促進・PR

⑧地域の振興・活性化

　備品・什器等が適切に管理され、良好な機能が保持されていた
か。

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

　利用者からの意見・苦情等を受けて迅速かつ適切に処理できる
体制が整っていたか。
　また、事故、苦情に対する対応は適切であったか。

⑥意思疎通

　職員の配置状況・勤務実績は適正であったか。また、業務執行
体制（作業責任者・業務担当者）は明確になっていたか。

　管理運営業務全般について、市と指定管理者の責任者の間で十
分な連絡調整がなされていたか。

指定管理者
自己評価

担当部署評価

①建物・設備の保守点検

⑤非常時・緊急時の対応

　建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の
保持がされていたか。

業務運営項目 内　　　容
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⑧利用者アンケートの実
　施

　利用者アンケートを実施し、利用者の意見・要望、満足度の把
握に努めたか。
　課題がある場合は対応策を講じたか。
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4.総合評価

　当施設は、茶業振興と茶製造技術の伝承、茶の歴史など茶情報発信拠点とすることが設置目的である。現状の取組みは松阪
茶の振興、文化・歴史を継承、情報発信への取組みが行われていると評価できる。
　お茶の需要が減少しており価格低迷が続いている中、厳しい茶業情勢であるが、お茶の生産振興対策の意見交換など積極的
に行い振興発展に寄与されたい。

【改善すべき点】 【指導すべき点】

○新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、第10回松阪茶グ
ランプリは中止となり参加予定50組100人への啓発はできな
かったが、市内小学校の全児童（8,429名）を対象に松阪茶
ティーパックの配布を行い松阪茶の普及PR活動を実施し、幅広
く啓発活動を行うことができた。
○茶業組合の理事会、組合会議を開催し、当該施設を中心とし
た今後の茶業振興について意見交換を行った。

○各種体験教室を開催しているが、今後は施設を中心として
「松阪茶」のPR、広報宣伝活動を展開できるよう体制整備を行
うとともに施設の利用促進を図っていきたい。

○市民を対象とした、各種教室を積極的に開催し緑茶文化の継
承や松阪のお茶のPRをできたことは評価できる。
○茶業振興対策については、当該施設を中心とした茶業振興対
策のあり方や「松阪茶」の広報宣伝活動について積極的に意見
交換を行うなど施設の有効利用に向けた取組みについて評価で
きる。

【所属長意見（今後の方向性等）】

○新型コロナウィルスの感染拡大が収束した時は松阪茶グラン
プリを再開していくなど、お茶の普及PR活動を積極的に行って
いく。また、各種教室の開催時期は、茶業組合員の農閑期の開
催となっており、年間を通じて開催できるよう体制整備に努め
ていただきたい。

担当部署評価指定管理者自己評価

【努力した点・成果等】 【評価すべき点】

良

評価の判定基準

５が半分以上かつ残りも３以上

普通

やや劣る

5

4

3

2

優良

Ｄ

点数

1 劣る

評価

Ａ

Ｂ 全てが３以上

２が含まれる

１が含まれる

採点基準

協定等で定めた水準以上のサービスが提供されているとともに、独自の新たなサービス
が提供されている。

協定等で定めた水準以上のサービスが提供されている。

協定等で定めた水準のサービスが提供されている。

協定等で定めた水準のサービスが一部提供されていない。

協定等で定めた水準のサービスが多くの業務で提供されていない。
早急に改善が必要である。
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